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  企画総務委員会資料 

令和５年 2 月１５日 

総 務 部 契 約 管 財 課 

令和４年度板橋区入札監視委員会審議結果について 

１ 審議の概要 

 令和３年度に板橋区が締結した予定価格 130万円を超える 187件の工

事案件のうち 25件を委員会が抽出した。次に各委員が各々5件の入札状

況を精査し、その結果を基調として入札参加資格の設定及び指名業者の

選定方法等の適否について審議を行った。審議の結果、抽出した案件す

べてが適法であると判断し、その旨を令和５年 1月５日付で区長へ報告

した。 

２ 委員会開催日 

第１回  令和４年 9月 7日（水） 

※第２回開催まで、審議検討資料を基に審議議案（案）を作成 

第２回  令和４年 11月４日（水） 

※第２回開催後、報告書を作成し区に提出 

３ 委 員 ５ 人

会 長  本 井 克 樹（学識経験者） 

副会長  長 谷 川 礼（学識経験者） 

委 員  佐 藤 正 弘（学識経験者） 

根 本 義 一（区民公募委員） 

阪 本 正 實（区民公募委員） 

４ 抽出審議案件一覧 

Ｐ２参照 

５ 審議結果報告書 

Ｐ３～５参照 
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令和５年１月５日 

板 橋 区 長 

  坂  本 健  様 

板橋区入札監視委員会 

会 長  本 井 克 樹 

審議結果報告書

令和４年度入札監視委員会において、令和３年度工事一覧表から抽出された

審議案件を検討した結果について、委員会として報告する。 

第１ 本年度審議案件の入札結果 

１ 本年度は別紙「抽出審議案件一覧」のとおり、５人の委員がそれぞれ５

件の審議案件を担当し、合計２５件につき、入札状況を精査した。 

２ 各委員は、板橋区入札監視委員会定例審議（議案）のとおり、担当した

案件について意見を提出した。 

   この意見を基調として、令和４年１１月４日の本年度第２回入札監視委

員会において討議した結果、当委員会は本年度審議案件の入札結果につい

ては、すべて適法になされたものと判断した。 

第２ 入札制度の運用について討議した事項 

   当委員会は、前記のとおり、審議案件について適法と判断したが、以下

のとおり、予定価格の精度向上、本体工事における工事内容の精査、およ

び業者選定時における請負困難理由の確認等について討議した。 

１ 予定価格の精度向上について 

(1) 令和３年度においても予定価格超過による不調案件があり、最低価格

を提示した事業者と不調後随意契約を締結せざるを得ない事例が少なか

らず発生した。 

   予定価格が入札額と大きく乖離し、予定価格超過の入札がある一方で

入札者の多くが最低制限価格未満の入札額を提示した案件があり、同案
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件では最低制限価格未満者の入札額平均と予定価格が２０００万円ほど

乖離している結果となっていた。 

  また、不参加や辞退者が生じ残る１者も入札３回目まで予定価格を超

過した案件、入札参加者の多くが最低制限価格未満の入札を行った案件、

および入札額に幅のある案件が散見された。 

  いずれについても、予定価格の設定が適切になされたか疑問が残ると

ころであり、予定価格と入札額の乖離の原因を検証し予定価格のより一

層の精度向上を要望した。 

(2) 区からは、予定価格の精度向上を図るなど不調案件の減少に向けて取

り組んでいるところであるが、遠方の工事で予定価格の設定に苦慮した

案件もあったとのことであり、当該案件のみならずいずれの案件につい

ても、引き続き乖離の原因分析に努めながら、予定価格の設定の精度を

高めていくべく不断の努力をしていきたい旨の説明があった。 

(3) 入札不調案件数は、令和２年度は３８件あったのに対し、令和３年度

は２４件に減少していることから、予定価格の精度向上によるものであ

ると期待しうるところであるが、引き続き今後の経過を見守っていきた

い。 

 

２ 本体工事における工事内容の精査について 

(1) 特命随意契約として行っている環境整備工事に関して、①環境整備工

事の発注金額が本体工事の約３割にも上っている案件、②本体工事が環

境整備工事に類似する駐車場整備及び外構改修工事である案件があった。 

①の案件については、本体工事の段階から環境整備工事の内容や凡そ

の金額は分かっていたはずであり、一連の工事の振り分けを工夫し、環

境整備工事の金額を抑えることができなかったのか、②の案件について

は、多少、契約変更があったとしても、本体工事と一体で発注できたの

ではなかったかとの疑問が呈された。 

  (2) 区からは、①の案件については高低差のある地形における複雑な工事

に伴う復旧であり金額が嵩むことや復旧範囲も事前に工数を把握するこ

とが困難であったこと、②の案件については本体工事時点では環境整備

用の用地取得が終了していなかったため一体として発注することが不可

能であった等の回答がなされ、それぞれ工事内容等を踏まえ適切な方法

を採用しているとのことであった。 

  (3) 特命随意契約に繋がるこのような工事については、引き続き工事方法

や工期等を事前に十分に検討し、本体工事への取り込みによる環境整備

工事の縮小化や競争入札システムへの取り組みを積極的に行うなど、更

なる努力をして頂きたい旨要望した。 
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３ 業者選定時における請負困難理由の確認等について 

  入札において辞退が生じた案件については辞退理由の確認がなされてい

るところであるが、随意契約案件については、選定にあたり連絡をとった

業者における請負困難理由が確認されていない案件があった。また、業者

への連絡確認手段が明確になっていなかった。 

  業者選定時における請負困難理由の把握が円滑な競争入札に繋がること

もあるので、可能な限りその理由の確認等に努めてもらいたい旨要望した。 

以 上 

 


